
 

かがわ成長する企業大賞実施要綱 

 
（目的） 

第１条 この要綱は、特徴的な製品又はサービスの開発その他の優れた取組の実施により成長を

続けている県内の中小企業者に対し、県が大賞を授与し、広く県民に周知するための措置を講

ずることにより、大賞を受けた中小企業者の社会的評価及びその従業員等の意欲の向上を図り、

もって当該中小企業者の一層の成長に寄与することを目的とする。 

  

（内容） 

第２条 特徴的な製品又はサービスの開発その他の優れた取組の実施による成長が認められる中

小企業者（中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）第２条第１項に規定する中小企業者をい

う。以下同じ。）に対し、別表のとおり、かがわ成長する企業大賞（以下「大賞」という。）

として知事賞を与える。 

 

（応募資格） 

第３条 大賞に係る応募をすることができる者は、県内に事務所又は事業所を有しつつ県内で継

続して事業を行っている期間が、次条の規定による応募をした日の属する年度の４月１日にお

いて３年を越える中小企業者のうち、応募をした日において、次の各号のいずれにも該当する

者とする。 

 (１) 県内に事務所又は事業所を有する者であること。 

(２) 県税等の滞納がない者であること。 

(３) 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条

第２号に規定する暴力団又は同条第６号に規定する暴力団員との関係者でない者であること。  

(４) 法令等の社会的規範を遵守している者であること。 

(５) 過去において、大賞を受賞していない者であること。 

 

（応募方法） 

第４条 大賞に係る応募は、自薦又は推薦によるものとする。 

２ 大賞に係る応募は、次の各号に掲げる書類を知事に提出することにより行うものとする。 

(１) かがわ成長する企業大賞応募用紙（第１号様式） 

(２) 確認書（第２号様式） 

(３) 事業内容等に関する参考資料 

(４) 主力製品、主要技術、主たる事業又はサービスその他の自社の取組を説明する資料及び

これらを補足するための関連資料 

(５) 定款の写し及び登記事項証明書（履歴事項全部証明書）又はこれらに相当するもの 

(６) 10営業年度前、５営業年度前、３営業年度前、直近営業年度の財務諸表 

（なお、創業年が10営業年度以内の場合は、創業年度以降の財務諸表とする。） 

(７) その他知事が必要と認める書類 

 

（審査） 

第５条 大賞を選考するため、かがわ成長する企業大賞審査委員会を置く。 

 

（大賞の授賞） 

第６条 知事は、大賞を受けた中小企業者に対し、賞状を授与するとともに、当該中小企業者の

取組事例について、香川県のホームページへの掲載等により紹介するものとする。 

 

（大賞の取消し） 

第７条 大賞受賞者について、第４条２項の規定により提出した書類に事実と異なる記載があっ

た場合には、知事は授賞を取り消すことができる。 

 

（事務） 

第８条 この要綱に関する事務を処理させるため、事務局を置く。 



 

２ 事務局の庶務は、香川県商工労働部産業政策課において処理する。 

 

（電子情報処理組織を使用して行う手続の特例） 

第 9 条 第 4 条第 2 項の規定による応募については、電子情報処理組織（知事の使用に係る電子

計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）と応募する者の使用に係る電子計算機とを電気通信

回線で接続した電子情報処理組織をいう。）を使用して行わせることができる。 

２ 前項の規定により行われる応募については、香川県行政手続等における情報通信の技術の利

用に関する規則（平成 16年香川県規則第 73 号）の規定の例による。 

 

 

（その他） 

第 10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、平成 30年 11月 21日から施行する。  

 

附 則 

この要綱は、令和元年９月 17日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和２年７月 10日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和７年４月３０日から施行する。         

 

附 則 

この要綱は、令和７年５月２日から施行する。 

 

 

              

別表 

部 門 応 募 資 格 授賞者数 

ものづくり部門 
日本標準産業分類における製造業に該当する中小

企業者。 
１者程度 

商業・サービス部門 
日本標準産業分類における卸売業・小売業及びサ

ービス業全般に該当する中小企業者。 
１者程度 

奨励部門 
上記の２部門の業種に該当し、従業員数(パート

従業員を含む)が20名程度以下の中小企業者。 
１者程度 

 

(注)応募にあたっては、複数部門での応募は、これを認めない。ただし、応募対象の中小企業者

が、「ものづくり部門」及び「商業・サービス部門」の両方に該当する場合は、「主たる事業」

に該当する業種で判断する。 


